
1 

 

 

 

 

株式交換に関する事前開示書類 

 
（会社法第 794 条第 1項及び会社法施行規則第 193 条に定める書面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年 11 月 12 日 

 

株式会社ウェルディッシュ 

 
 

 

 

 

 

 



2 

 

2025 年 11 月 12 日 

 

株式交換に関する事前開示書類 

 
                     東京都港区白金台 5丁目 18 番 9 号 

                  株式会社ウェルディッシュ 

                 代表取締役 小松 周平 

 
株式会社ウェルディッシュ（以下、「当社」といいます）は、株式会社 IMG ホールディング

ス（以下、「IMG」といいます）との間で、2025 年 10 月 14 日付で締結した株式交換契約書

（以下「本株式交換契約」といいます）に基づき、2025 年 12 月 11 日（予定）を効力発生

日として、当社を株式交換完全親会社とし、IMG を株式交換完全子会社とする株式交換（以

下、「本株式交換」といいます。）を実施することとしました。 

本株式交換に関し、会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条の規定により開

示すべき事項は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．本株式交換契約の内容（会社法第 794条第 1項） 

本株式交換契約の内容は別紙１のとおりです。 

２．本株式交換の対価の相当性に関する事項（会社法施行規則第 193条第 1号） 

  別紙２のとおりです。 

３．本株式交換に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 193条第

2号） 

  該当事項はありません。 

４．株式交換完全子会社に関する事項（会社法施行規則第 193条第 3号） 

  （１）IMGの最終事業年度に係る計算書類等の内容 

     別紙３のとおりです。 

  （２）IMGの最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

     該当事項はありません。 

  （３）IMGにおいて、最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

     IMGは、当社との間で、2025年 10月 14日に本株式交換契約を締結しました。 

本株式交換契約の内容は、上記「１．本株式交換契約の内容」に記載のとおりで

す。 

５．株式交換完全親会社において最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な

債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規

則第 193条第 4号） 

    当社は、2025 年 10 月 14 日開催の取締役会において、IMG との間で本株式交換契

約を締結することを決議し、同日に本株式交換契約を締結しました。 

    本株式交換契約の内容は、上記「１．本株式交換契約の内容」に記載のとおりです。 

 ６．本株式交換が効力を生ずる日以降における株式交換完全親会社の債務の履行の見込

みに関する事項（会社法施行規則第 193条第 5号） 
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   本株式交換に際して、会社法第 799 条第 1 項の規定により異議を述べることのでき

る債権者はおりませんので、該当事項はありません。 

 

以 上 
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別紙１ 本株式交換契約の内容 

 

    次ページ以降をご参照ください。 
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2025年 10月 14日 
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株式交換契約書 

 

 株式会社ウェルディッシュ（以下「甲」という。）及び株式会社ＩＭＧホールディン

グス（以下「乙」という。）は、2025 年 10 月 14 日（以下「本締結日」という。）付け

で、以下のとおり株式交換契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第１条（株式交換） 

 本契約の当事者は、甲を株式交換完全親会社、乙を株式交換完全子会社として株

式交換（以下「本株式交換」という。）を行い、甲は、本株式交換により、乙の発

行済株式（ただし、本効力発生日時点において甲の保有する乙の株式を除く。）の

全部を取得する。 

 

第２条（株式交換完全親会社及び株式交換完全子会社の商号並びに住所） 

  本株式交換に係る株式交換完全親会社及び株式交換完全子会社の商号並びに住所

は次のとおりである。 

⑴甲（株式交換完全親会社） 

   商号：株式会社ウェルディッシュ 

   住所：東京都港区白金台五丁目 18番９号 

⑵乙（株式交換完全子会社） 

   商号：株式会社ＩＭＧホールディングス 

   住所：大阪市淀川区西中島五丁目 14 番５号 

 

第３条（本効力発生日） 

 １ 本株式交換の効力発生日（以下「本効力発生日」という。）は、2025 年 12 月 

11 日とする。 

 ２ 前項の定めにかかわらず、本契約の当事者は、本株式交換の手続進行上の必要

性その他の事由により、協議の上、合意で本効力発生日を変更することができ

る。 

 

第４条（本株式交換の対価） 

 １ 甲は、本株式交換に際して甲の普通株式 6,000,000 株（以下「本株式」とい

う。）を発行し、本効力発生日に、本効力発生日の最終の乙の株主名簿に記載

された乙の株主に対して、その所有する乙の株式１株につき甲の普通株式

5,639 株の割合をもって、本株式を割当交付する。 
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 ２ 前項の規定に従い甲が乙の株主に対し割当てるべき甲の普通株式の数に１株に

満たない端数がある場合には、甲は、会社法 234 条その他の関連法令の規定に

従い処理する。 

第５条（増加する資本金及び資本準備金の額） 

 本株式交換に際して増加する甲の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 39 条

に定めるところに従って、甲が定める金額とする。 

 

第６条（株式交換契約承認） 

  甲及び乙は、本効力発生日までに、本株式交換に必要な株主総会の承認を得るも

のとする。 

 

第７条（善管注意義務） 

  本契約の当事者は、本締結日から本効力発生日に至るまで、善良な管理者の注意

をもって、その業務執行及び財産の管理を行い、その財産又は権利義務に重大な

影響を及ぼす行為については、事前に協議し、合意の上、実行するものとする。 

 

第８条（株式交換条件・解除及び補償） 

  本契約の当事者は、本締結日から本効力発生日に至るまで、天変地変その他の事

由により、甲又は乙の財産若しくは経営状態に重大な変動が生じた場合等本株式

交換の達成が困難となった場合には、協議の上、本株式交換の条件を変更し、又

は本契約を解除することができる。 

 

第９条（誠実協議） 

  本契約の当事者は、本契約に定めのない事項については、本契約の趣旨に従い、

誠実に協議の上これを決するものとする。 

 

第 10 条（管轄裁判所） 

  本契約並びに本契約に基づき又はこれに関連して生じる本契約当事者の一切の権

利及び義務に関する訴訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

する。 
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本契約の締結を証するため、本契約の正本２通を作成し、各当事者は、各自記名押印

の上、各１通を保有する。 

 

2025 年 10 月 14 日 

 

甲：東京都港区白金台五丁目 18 番９号 

                    株式会社ウェルディッシュ 

                    代表取締役 小松周平 

 

乙：大阪府大阪市淀川区西中島五丁目 14番５号 

                    株式会社ＩＭＧホールディングス 

                    代表取締役 安井 浩倫 
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別紙２ 本株式交換の対価の相当性に関する事項 

 

１．本株式交換に際して交付する株式の数又はその数の算定方法及びその割当ての相

当性に関する事項 

 

（１）本株式交換の係る割当ての内容 

（注１）株式の割当比率 

当社は、IMGの普通株式１株に対して、当社普通株式5,639株を割当交付します。 

（注２） 本株式交換により交付する当社の株式数 

当社は、本株式交換に際して、当社の普通株式総数 6,000,000株を新たに発行すること

により割当交付する予定です。なお、2025年８月 31日現在における当社発行済株式総

数 21,787,001株（議決権数 217,832個）を分母とする希薄化率は 27.54％（議決権ベー

スで 27.54％）に相当します。 

 

（２）本株式交換に係る割当ての内容の根拠等 

 

① 割当ての内容の根拠及び理由 

当社は、本株式交換の株式交換比率（以下「本株式交換比率」といいます。）の公平

性・妥当性を確保するため、当社及び IMG から独立した第三者算定機関として株式

会社プルータス・コンサルティングを選定し、IMGの株式価値の算定を依頼しました。 

算定機関から提出を受けた IMG の株式価値の算定結果を参考に、及び対象会社に対

して実施したデューディリジェンスの結果等を踏まえて、IMGの財務状況や将来の見

通し等を総合的に勘案し、当事者間で交渉・協議を重ねた結果、本株式交換比率が妥

当であると判断しました。 

 

② 算定に関する事項 

a.算定機関の名称並びに当社及び IMGとの関係 

株式会社プルータス・コンサルティングは、当社及び IMG から独立した算定機

関であり、当社及び IMG の関連当事者には該当せず、本株式交換に関して記載

すべき重要な利害関係は有しません。 

 

b.算定の概要 

当社は、東京証券取引所スタンダード市場に上場しており、市場株価が存在す

ることから、市場株価平均法（2025年 10月８日を算定基準日とし、算定基準日

 当社 

（株式交換完全親会社） 

IMG 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当比率 

（株式交換比率） 

１ 5,639 

本株式交換により交付する 

株式数 

当社普通株式：6,000,000 株 
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を含む直近１ヶ月間、３ヶ月間及び６ヶ月間の各期間の終値の単純平均法に基

づき算定）を用いて算定いたしました。算定された株価は、直近１ヶ月間 687.45

円、直近３か月間 648.98円及び直近６か月間 648.19円です。 

その結果、当社株式の１株当たり株式価値の評価レンジは以下のとおりです。 

算定方式 算定結果 

市場株価平均法 648.19円～687.45円 

 

一方、IMGについては、非上場会社であり、市場株価が存在しないため、将来の

事業活動の状況等を評価に反映するため、DCF法を採用いたしました。なお、株式

会社プルータス・コンサルティングが DCF 法の採用にあたり前提とした IMG の財

務予測には、大幅な増減益を見込んでいる事業年度が含まれております。具体的

には 2025年７月期に前年度対比で 127％増となる 2,240百万円の売上高及び同前

年度対比 214％増となる 377 百万円の営業利益の増加を各社の事業計画で見込ん

でおります。 

その結果、2025 年 10 月８日付の株価算定報告書によれば IMG 株式の１株当た

りの株式価値の評価レンジは以下のとおりです。 

算定方式 算定結果 

DCF法 3,615,715円～5,165,307円 

 

株式会社プルータス・コンサルティングは、IMGの株式価値の算定に際し、当社及

び IMG から提供を受けた情報及び一般に公開された情報等を原則としてそのまま

採用し、それらの資料及び情報等が、すべて正確かつ完全なものであることを前

提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証は行っておりません。 

      

IMG の持つ強みとしては、医療施設及び福祉施設向けに経営・事業再編及び向上

のコンサルティング業務の分野において堅調な拡大実績を有しております。IMGが

有するクライアント先及び新しく開拓されるクライアント先で従来の医療事業経

営のコンサルティングに加え、食サービスに関するアドバイス機能を付与するこ

とによって、両社の相乗効果が期待され、更なる業績の向上、拡大に繋がるものと

判断しております。 

 

（３）上場廃止となる見込み及びその事由 

本株式交換により、当社は株式交換完全親会社となり、また株式交換完全子会社とな

る IMGは非上場のため、該当事項はありません。 

 

（４）公平性を担保するための措置 

   当社は、本株式交換比率の公正性その他本株式交換の公正性を担保するために、以下

の措置を実施しております。 

 

① 独立した第三者算定機関からの算定書の取得 

当社は、本株式交換の公正性を担保するために、当社及び IMGから独立した第三者

算定機関として株式会社プルータス・コンサルティングを選定し、本株式交換に用

いる本株式交換比率の合意の基礎とすべく IMG の株式価値の算定書を受領してお
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ります。なお、当社は、第三者算定機関から、本株式交換比率が財務的見地から妥

当である旨の意見書（フェアネス・オピニオン）を取得しておりません。 

 

② 独立した法律事務所からの助言 

当社は、本株式交換に関する法務アドバイザーとしてアンダーソン・毛利・友常

法律事務所外国法共同事業を選定し、本株式交換の諸手続き及び取締役会の意思

決定の方法・過程について、法的な観点から助言を得ております。なお、アンダ

ーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業は、当社及び IMG から独立してお

り、両社との間で重要な利害関係を有しません。 

 

（５）利益相反を回避するための措置 

    当社の取締役会における本株式交換契約の締結に関する議案は、当社の取締役

（IMG の代表取締役を兼務し、かつ IMG の株主である安井浩倫氏を除きます。）の

全員一致により承認可決されております。なお、安井浩倫氏（当社社外取締役

（監査等委員）兼 IMG 代表取締役兼 IMG 株主）は、特別利害関係者として、利益

相反を回避する観点から、当社の取締役会における本株式交換に関する議案の審

議及び決議には参加しておりません。 

 

２． 本株式交換に際して増加する当社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

 

本株式交換に際して増加する当社の資本金及び資本準備金の額については、会社計算

規則第 39条の規定に従い、当社が決定します。この取り扱いは、本株式交換後の当

社の資本政策その他諸事情を総合的に考慮・検討し、法令の範囲内で決定するもので

あり、相当であると考えております。 
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別紙３ IMG の最終事業年度に係る計算書類等 

 

  次ページ以降をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 



14 

 

 
 

 

 

 

 



15 

 

 
 

 



16 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



17 

 

 



18 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 
以 上 


